
製造業、小売業など様々な業種の荷主となる事業主の皆様へ

②荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン

【長時間労働の原因】

発荷主の出荷時間が遅れ、
荷待ち時間が発生する

発荷主からの配車指示が遅く、
計画的配車ができない

発荷主からの配車指示が突発
的で計画的配車ができない

発荷主の要求するリードタイ
ム（輸送時間）が短すぎる

コストを下げるため、一般道
路を走行せざるを得ない

【改善に向けた対応】

予約受付システムの導入

十分なリードタイムの確保による安定した輸送の確保

高速道路の利用

混雑時を避けた配送

発注量の平準化

モーダルシフト

運転以外の作業部分の分離

出荷に合わせた生産・荷造り等

荷主側の施設面の改善

集荷先や配送先の集約

幹線輸送部分と集荷配送部分の分離

発荷主から入出荷情報等の事前提供

パレット等の活用
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荷役に時間がかかる

荷待ち時間が発生する

荷主とトラック運送事業者が協力しながらトラックドライバーの労働時間を短縮する
パイロット事業を行い、対応の進め方や事例をまとめたガイドラインが策定されていま
す。分野別編（裏面参照）もあります。
ガイドライン掲載の事例も参照し、ドライバーの長時間労働を改善しましょう。

■ガイドライン②の概要（取引環境と長時間労働の改善に向けた対応）

トラック運転手の荷待ち時間の解消などが必要です
～2024年に向け、ガイドラインに基づき物流を適正化・効率化しましょう～

我が国の物流は、2024年度には約14％もの輸送能力不足が生じる可能性があるといわれ
る「2024年問題」に直面しています。トラック運転手は、労働時間が長く、長時間労働の
主な要因として、長時間の運転時間、荷待ち時間、荷役作業など、荷主が率先して取り組
まなければ解消が難しい課題が多くあります。
関係ガイドラインを参照し、荷主事業者として率先して、物流事業者と協力して物流の

適正化と生産性向上を図ってください。電話やコンサルタント訪問の相談窓口もあります。

「2024年問題」への対応を加速することを目的として、2023年6月、経済産業
省、農林水産省、国土交通省の連名で、発荷主事業者・着荷主事業者・物流事業
者が早急に取り組むべき事項をまとめたガイドラインが策定されました。
荷待ちや荷役作業等の時間を２時間以内（さらには１時間以内）に短縮するこ

と、物流への負担となる商慣行の是正、運送契約の適正化について定めています。

①物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン

長野労働局
～ 安心して働ける信州のために ～



ご相談は専用サイトの問合せフォームかフリーダイヤルから
ご利用時間：9～12時 13～17時 休日：土日祝、12/29～1/3
東日本 0120-763-420 西日本 0120-625-109

ご相談方法①
ポータルサイト
相談専用ページから

ご相談方法②
フリーダイヤル

オンライン相談
コンサルタント訪問

もっと相談したい場合は

加工食品、
飲料・酒
物流編

紙・パルプ
（家庭紙分野）
物流編

紙・パルプ
（洋紙・板紙分野）
物流編

建設資材
物流編

■ガイドライン 各分野編

ガイドライン②は、分野編を含め、ポータ
ルサイトの「情報いろいろ宝箱（荷主の皆
さまへ）」ページに掲載しています

も可

「ホワイト物流」推進運動は、トラック運転者不
足が深刻になっていることに対応し、物流に関わる
すべての関係者が連携して相互に改善を提案し、協
力して、①トラック輸送の生産性の向上・物流の効
率化、②女性や60代の運転者等も働きやすいより
「ホワイト」な労働環境の実現に取組む運動です。
運動に参加し、物流の効率化・生産性向上を進め

ましょう！長野県内の荷主企業も参加しています！

推進運動への参加
はポータルサイト
から

トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター
（厚生労働省委託事業：相談・通話料無料）

荷主の立場
でできる改
善は？

荷待ち時間の
削減をどう進
めればいい
の？

（2023.6）
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